
1.マンションの評価方法の改正 
 令和 6 年 1 月 1 日以後の相続、遺贈又は贈与により取得したマンションについては、新しい評価方法が適用

されることになります（改正の概要は、タクトニュース No928 参照）。この改正により、相続税評価額が時価

の 6 割に達しないマンションの評価額が、時価の 6 割になるように補正されるため、タワーマンション等の時

価と相続税評価額の乖離が大きかった物件は、大きな影響を受けることになります。 
 
2.改正の影響 
 マンションの評価方法の改正により評価額が引き上げられるのは、評価水準（時価と相続税評価額の乖離

率）が 0.6 未満の場合です。評価水準が 0.6 から 1 までは、現行の評価額のままで、評価水準が 1 を超える場

合には、現行の評価額から引き下げられます。 
 
3.改正後のマンションの計算例  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

記号 内容 計算 
A 築年数×△0.033 △0.891 27年×△0.033＝△0.891 
B 総階数指数×0.239 0.086 12階÷33＝0.363   総階数指数 0.363×0.239＝0.086 
C その専有部分の所在階×0.018 0.180 所在階数 10階×0.018＝0.180 

D 敷地持分狭小度×△1,195 △0.465 
3,100㎡×7,700／820,000＝敷地面積 29.11㎡ 
敷地面積 29.11㎡÷専有部分の面積 75㎡＝0.389 
0.389×△1.195＝△0.465 

定数 3.220 
  ①評価乖離率（A＋B＋C＋D＋定数） 2.130 

②評価水準（1÷①） 0.469 
③区分所有補正率 1.278 ②＜0.6 のため、①×0.6＝ 1.278 

 
改正後のマンション評価額  
① 土地：28,000 千円×1.278＝35,784 千円 
② 家屋：7,500 千円×1.278＝9,585 千円 
③ ①＋②＝45,369 千円 
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2024 年 10 月 10 日 

マンションの評価方法の改正による影響 

(1)評価対象マンション 
築年数   ：27 年  
所在階   ：10 階(総階数 12 階) 
敷地面積  ：3,100 ㎡ 
区分所有権 ：7,700/820,000 
専有部分面積：75 ㎡ 

（２）（１）のマンションの自用地・自用地家屋の評価額（財産評価基本通達の評価額） 
敷地利用権  ：28,000 千円 
専有部分(家屋)： 7,500 千円 
         合計 35,500 千円 



4.改正の影響を受けない物件 
 改正後のマンションの評価方法は、築年数が浅い、総階数が多い、所在階が高い、敷地持分が狭小な物件

ほど評価額が高くなります。各要素の中では特に築年数の影響が大きく、評価方法の改正により評価額が引

き上げられた物件でも築年数が古くなると評価水準が 0.6 を超え、補正を要しないケースが出てきます。3 の

計算例を基に、仮に築年数を 1 年から 9 年ごとに 54 年まで試算すると以下の表の通りとなり、築年数が 45
年、54 年のケースでは補正なしとなります。 

 
※建物評価額は経年減点補正率等により補正 
 
 
 そのため、築年数が古くても市場価格が高いヴィンテージマンションについては、時価と相続税評価額が

乖離していたとしても改正の影響を受けない物件といえます。なお、ヴィンテージマンションのように相続

税評価額と時価が乖離しているケースで、納税者が過度な節税策を講じるなど財産評価基本通達で定められ

た評価方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があると国税

当局が認めた場合には、財産評価基本通達 6 項の適用により、鑑定評価等の価額に補正される可能性がある

ため注意が必要です。 
（担当：宮田 卓） 

 

築年数 1 9 18 27 36 45 54 

経年減点補正率 0.8 0.6474 0.5684 0.4895 0.4105 0.3316 0.2526 

建物固定資産税評価額(万円)① 1225.1 991.9 870.8 750 628.9 508 387 

敷地権評価額(変動なし)(万円)② 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 

評価乖離率③ 2.988 2.724 2.427 2.13 1.833 1.536 1.239 

評価水準(1÷③) 0.3346 0.367 0.412 0.4694 0.5455 0.6509 0.807 

区分所有補正率④ 1.7928 1.6344 1.4562 1.278 1.0998 補正なし 補正なし 

マンション評価額(万円)(①＋②)×④ 7216.4 6197.32 5345.36 4536.9 3771.1 3308 3187 


	1.マンションの評価方法の改正
	令和6年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得したマンションについては、新しい評価方法が適用されることになります（改正の概要は、タクトニュースNo928参照）。この改正により、相続税評価額が時価の6割に達しないマンションの評価額が、時価の6割になるように補正されるため、タワーマンション等の時価と相続税評価額の乖離が大きかった物件は、大きな影響を受けることになります。
	2.改正の影響
	マンションの評価方法の改正により評価額が引き上げられるのは、評価水準（時価と相続税評価額の乖離率）が0.6未満の場合です。評価水準が0.6から1までは、現行の評価額のままで、評価水準が1を超える場合には、現行の評価額から引き下げられます。
	3.改正後のマンションの計算例
	改正後のマンション評価額
	① 土地：28,000千円×1.278＝35,784千円
	② 家屋：7,500千円×1.278＝9,585千円
	③ ①＋②＝45,369千円
	4.改正の影響を受けない物件
	改正後のマンションの評価方法は、築年数が浅い、総階数が多い、所在階が高い、敷地持分が狭小な物件ほど評価額が高くなります。各要素の中では特に築年数の影響が大きく、評価方法の改正により評価額が引き上げられた物件でも築年数が古くなると評価水準が0.6を超え、補正を要しないケースが出てきます。3の計算例を基に、仮に築年数を1年から9年ごとに54年まで試算すると以下の表の通りとなり、築年数が45年、54年のケースでは補正なしとなります。
	※建物評価額は経年減点補正率等により補正
	そのため、築年数が古くても市場価格が高いヴィンテージマンションについては、時価と相続税評価額が乖離していたとしても改正の影響を受けない物件といえます。なお、ヴィンテージマンションのように相続税評価額と時価が乖離しているケースで、納税者が過度な節税策を講じるなど財産評価基本通達で定められた評価方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があると国税当局が認めた場合には、財産評価基本通達6項の適用により、鑑定評価等の価額に補正される可能性があるため注意が必要です。
	（担当：宮田　卓）

